質疑回答内容公表

案件名　量水器　口径５０ｍｍ　バーター（単価契約）（他１件）
回答課　水道業務課
更新日　令和８年４月２日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
	令和８年３月３１日
	・電磁式メーターは自社で生産しておりません。他社購入品を納品してもよろしかったでしょうか。

・個別受信機・コード・伸縮補足管はご入用でしょうか。

	令和８年４月２日
	・計量法の特定計量器として検定に合格し、検定証印が付された電磁式メーターであれば、他社で購入した製品を納品しても差し支えありません。納品後、製造上の瑕疵による不具合が生じた場合は、受注者で製品を交換していただきます。

・個別受信機・コード・伸縮補足管は不要です。


